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〈発行〉都市魅力産業スポーツ部産業総務課

産業総務課では、新型コロナウイルス感染症

等の影響によりお困りの市内事業者を対象

に、支援策の活用やさまざまな経営相談につ

いて専門家による相談窓口を開設していま

す。 

相談は事前予約制です。（60 分程度） 

産業総務課までお問い合わせ 

TEL:06-4309-3174

もしくはウェブサイトから 

https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000028368.html

東大阪市の魅力や利便性の高い施設情報など

楽しく読めて活用できる情報誌の「Hi! (ハ

イ!)」とデジタルブック「Hi! DIGITAL (ハイ!

デジタル)」の 2種類が配信されました。

詳細はこちらから 

https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000031752.html

Hi!(ハイ！)   Hi! DIGITAL(ハイ!デジタル) 

市役所の経営相談 東大阪市魅力発信マガジン「Hi！DIGITAL Vol.4」



URL https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000035648.html

創業計画ブラッシュアップサポートでは、東大阪市内でこれから起業しようと考えている方と創業

間もない方を対象に、起業支援の専門家たちがマンツーマンで、「経営」「財務」「人材育成」「販路開

拓」などの課題を解決するために事業計画のブラッシュアップなど、起業のための活動をサポート

します。 

日時：令和 5年 4月 21 日金曜日から令和 6年 3月 29 日金曜日までの 

毎週水曜日・金曜日(祝日及び 12月 29 日から 1月 3日を除く)  

9 時 45 分から 11 時 15 分まで・12 時 45 分から 14 時 15 分まで・15 時から 16 時 30 分まで 

場所：本庁舎 14階都市魅力産業スポーツ部フロア内 

対象者：東大阪市内で創業を目指す方や創業間もない方(おおむね、1 年以内に創業予定の方と創業

後 3年以内の方) 

定員：3名(先着順)    

※同時期に受講できるのは 3 名までです。定員になり次第順番待ちとなり、順番になりましたら産

業総務課より連絡いたします。順番待ちになった場合、申し込みから最短で 4 週間後のご案内とな

ります。 

申込方法：市電子申請システムよりお申し込みください。 

4 月 19 日水曜日 10 時より受付を開始します。 

留意点： 

・起業支援の専門家が 4 回にわたりマンツーマンでのサポートを行います。なお、より多くの方に

ご活用いただきたいため、2か月以上のご利用はお断りすることがあります。 

・必ず申請された方が 4回すべてを受講してください。 

・本事業は、東大阪市の特定創業支援等事業です。一定の条件を満たした場合、特定創業支援等事業

による支援を受けたことの証明書を発行します。なお、この証明書は小規模事業者持続化補助金＜

一般型＞創業枠の申請に必要です。 

【お問い合わせ先】 

産業総務課 TEL:06-4309-3174 Mail: sangyosomu@city.higashiosaka.lg.jp
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市内事業者を対象に、支援策の活用やさまざまな経営相談について専門家(中小企業診断士)による

相談窓口を開設しています。 ※事前予約制(1社 60 分程度) 

●窓口相談 

開設日時：毎週水曜日・金曜日(祝日及び 12 月 29 日、1月 3日を除く) 

9 時 45 分から 11 時 15 分まで・12 時 45 分から 14 時 15 分まで・15 時から 16 時 30 分まで 

開設場所：東大阪市役所本庁舎 14階 都市魅力産業スポーツ部フロア内 

〇出張相談（次頁のチラシで案内している脱炭素経営に関するアドバイスも可能です） 

開設日時：毎週火曜日(祝日及び令和 5年 1月 2日を除く) 

10 時から 12 時まで・14時から 16時まで 

相談申込方法：経営相談の予約は市ウェブサイトの申込みフォームから受け付けしています。 

https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000028368.html

また、電話やファクス、メールでの申込みも可能です。 

TEL:06-4309-3174 FAX:06-4309-3846 Mail: sangyosomu@city.higashiosaka.lg.jp

※後日、産業総務課より日時確認のご連絡をさせていただきます。 

＜これまでの相談例＞ 

・利用できる補助金、助成金を知りたい 

・資金繰り、資金調達について 

・新規事業計画のブラッシュアップ 

・人材採用の育成について 

・集客、販路拡大について 

・飲食業、小売業の売上向上策 

・事業承継、後継者の選定と育成 

・これから創業するには 

・経営全般、事業の今後の方針について 

【お問い合わせ先】 

産業総務課 TEL:06-4309-3174 Mail: sangyosomu@city.higashiosaka.lg.jp
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～脱炭素経営の不明点などに専門家がお応えします～

出張相談日（全て火曜日）
４月１８日、
５月２日、１６日、３０日
６月１３日、２７日

市では、中小企業診断士による脱炭素化に向けた訪問アドバイスを実施していま
す。自社で何に取り組めばよいかわからないという疑問から、高熱水費を減らし
たいという具体的なニーズまで、現場に訪問して幅広くアドバイスを行っていま
す。ご関心をお持ちの市内製造業の皆様は是非ご活用ください。

訪問相談は、事前予約制です。電話でお申し込みください。予約が埋まっていますとご希望
に添えない場合があります。
東大阪市都市魅力産業スポーツ部 産業総務課 TEL:０６-４３０９-３１７４

予約・問合せ先

相談
無料

市内製造業の脱炭素経営に向けた訪問相談市内製造業の脱炭素経営に向けた訪問相談

・一般的な脱炭素社会の内容や世界の流れについて知りたい。
・電気代が高騰していて、少しでも削減する方法を知りたい。
・お金をかけずにできる対策がないか。
・当社からどれくらいのCO2を出しているのかを把握できないか。
・再生エネルギーを導入したいが値段は今と比べてどう変わる
のか知りたい。

・脱炭素経営に取り組みたいが、どのように進めればよいかわからない。
・脱炭素に取り組むにあたって資金を調達できないか など。

専門家に求めるアドバイスの例

※ 上記は４月～６月までの実施日です。７月以降も実施しますが改めて募集案内を行います
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